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(57)【要約】
【課題】三次元超音波診断において、大きな組織全体の
三次元画像を形成できるようにする。
【解決手段】３Ｄプローブ１６が体表面１２上の複数の
位置に当接され、これによって複数のローカルボリュー
ムデータ１８，１８Ａ，１８Ｂが取得される。統合処理
部３４は、複数のローカルボリュームデータを統合する
ことにより統合ボリュームデータを構築する。その際に
は、補間処理及び調停処理が適用される。複数のローカ
ルボリュームデータの統合にあたってはグローバル座標
系と各ローカル座標系との間の関係を示す情報が利用さ
れる。そのために測位システム２０が設けられている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のローカルボリュームデータに基づいて統合ボリュームデータを生成する手段であ
って、前記各ローカルボリュームデータを規定するローカル座標系と前記統合ボリューム
データを規定するグローバル座標系との間の関係を表す関係情報に基づいて、前記複数の
ローカルボリュームデータを統合する処理を実行することにより、前記統合ボリュームデ
ータを生成する統合手段と、
　前記統合ボリュームデータに基づいて三次元画像を形成する画像形成手段と、
　を含むことを特徴とする超音波ボリュームデータ処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記複数のローカルボリュームデータを順番に取得するプローブと、
　前記各ローカルボリュームデータを取得する際に前記プローブについての座標情報を取
得する手段と、
　を含み、
　前記複数のローカルボリュームデータは、相互に部分的に重複した関係にあり、且つ、
相互に時間的に異なる関係にあり、
　前記関係情報は、前記座標情報であり又は前記座標情報に基づいて生成される、ことを
特徴とする超音波ボリュームデータ処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の装置において、
　前記統合手段は、前記複数のローカルボリュームデータに対する補間処理により、前記
グローバル座標系にマッピングする補間データ群を生成する補間処理部を有し、
　前記統合ボリュームデータは前記補間データ群により構成される、ことを特徴とする超
音波ボリュームデータ処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の装置において、
　前記統合手段は、更に、前記グローバル座標系における同一アドレスに複数の補間デー
タが与えられて競合状態が生じた場合に調停処理を実行する調停処理部を有する、ことを
特徴とする超音波ボリュームデータ処理装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置において、
　前記調停処理部は、前記競合状態にある複数の補間データに対して平均処理を適用する
、ことを特徴とする超音波ボリュームデータ処理装置。
【請求項６】
　請求項４記載の装置において、
　前記調停処理部は、前記複数のローカルボリュームデータの取得順序に応じて、前記競
合状態にある複数の補間データに対して重み付け平均処理を適用する、ことを特徴とする
超音波ボリュームデータ処理装置。
【請求項７】
　請求項４記載の装置において、
　前記調停処理部は、前記競合状態にある複数の補間データの中から、最新のローカルボ
リュームデータから生成された最新の補間データを選択する、ことを特徴とする超音波ボ
リュームデータ処理装置。
【請求項８】
　請求項３記載の装置において、
　前記補間処理部は、前記複数のローカルボリュームデータの取得順序で前記各ローカル
ボリュームデータに対して個別的に補間処理を適用し、これにより、２番目以降の各ロー
カルボリュームデータが取得される都度、前記統合ボリュームデータが更新され、
　前記画像形成手段は、前記統合ボリュームデータの更新に応じて前記三次元画像を更新
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する、ことを特徴とする超音波ボリュームデータ処理装置。
【請求項９】
　請求項３記載の装置において、
　前記補間処理部は、前記複数のローカルボリュームデータの取得が完結した後に前記補
間処理を実行し、
　前記補間処理部は、前記複数のローカルボリュームデータに跨って存在する参照データ
セットに基づいて前記グローバル座標系における注目座標に与える補間データを生成する
機能を有する、ことを特徴とする超音波ボリュームデータ処理装置。
【請求項１０】
　請求項１記載の装置において、
　前記統合ボリュームデータは、１つのローカルボリュームデータ内に入りきらないサイ
ズをもった大型組織を包含するサイズを有し、
　前記三次元画像は前記大型組織を表す画像である、ことを特徴とする超音波ボリューム
データ処理装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の装置において、
　前記大型組織は、胎児又は胎盤である、ことを特徴とする超音波ボリュームデータ処理
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波ボリュームデータ処理装置に関し、特に三次元画像処理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、平成１７年度厚生労働科学研究費補助金による研究成果である（研究課題名
：ハイリスク胎児の子宮内手術におけるナノインテリジェント技術デバイスの開発研究）
。
【０００３】
　近時、医療の分野において、三次元超音波診断が普及しつつある。三次元超音波診断で
は、生体内の三次元空間に対して超音波が送受波され、これにより得られたボリュームデ
ータに基づいて三次元超音波画像が形成される。ボリュームデータを取得するために従来
から幾つかの方法が提案されている。
【０００４】
　第１の方法は、１Ｄアレイ振動子とそれを機械的に走査する機構とを備えたプローブを
利用する方法である。第２の方法は、２Ｄアレイ振動子を備えたプローブを利用する方法
である。第１及び第２の方法では、形成される三次元空間が比較的小さいため、大きな組
織（例えば妊娠後期における胎盤や胎児）の全体を１つの三次元画像として表現すること
は困難である。その代替案として、プローブ内に大きな振動子及び大きな走査機構を設け
、これにより大きな三次元計測空間を形成することが考えられる。しかし、その場合には
、プローブが大型化し重量化し、操作性が著しく低下してしまう。同時に、患者に対して
違和感あるいは圧迫感を与えてしまう。
【０００５】
　第３の方法として、１Ｄアレイ振動を備えたプローブを体表上において手動で走査する
ものがある。この場合、プローブの位置及び姿勢（つまり、各ビーム走査面の座標情報）
は、エンコーダ、磁気センサ、光学的センサ等の測位システムにより計測される。しかし
、手動走査方式の場合には、ボリュームデータを構成するビーム走査面の配列が崩れやす
いし、また、ボリュームデータを構成する際にビーム走査面を高速で移動させることが困
難である。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－３７７８１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上から、医療の分野において、より的確な診断のために、あるいは、より正確な組織
の計測のために、ビーム走査面の電子的走査又は機械的走査を用いつつも、大きな組織の
三次元超音波画像を形成できる、新しい方法が切望されている。なお、上記特許文献１に
は、ＭＲ装置、ＣＴ装置、ＵＳ装置等においてそれぞれ取得された複数のデータをグロー
バル座標系に従って保存する技術が記載されている。しかし、各データは保存後も互いに
独立しており、それらは統合されていない。
【０００８】
　本発明の目的は、大きな組織の三次元画像を形成することにある。あるいは、本発明の
目的は、ビーム走査面を電子的走査又は機械的走査する小型のプローブを利用しつつも、
大きな三次元画像化空間を形成できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、複数のローカルボリュームデータに基づいて統合ボリュームデータを生成す
る手段であって、前記各ローカルボリュームデータを規定するローカル座標系と前記統合
ボリュームデータを規定するグローバル座標系との間の関係を表す関係情報に基づいて、
前記複数のローカルボリュームデータを統合する処理を実行することにより、前記統合ボ
リュームデータを生成する統合手段と、前記統合ボリュームデータに基づいて三次元画像
を形成する画像形成手段と、を含むことを特徴とする超音波ボリュームデータ処理装置に
関するものである。
【００１０】
　上記構成によれば、複数のローカルボリュームデータを、それぞれに対応付けられた関
係情報を利用して統合し、これによって統合ボリュームデータを構築できる。つまり、１
回の取り込みではカバーできない大きさをもった三次元範囲を表す大型ボリュームデータ
を取得できる。よって、今まで特定組織の一部分しか三次元画像に表示できなかった場合
でも、上記手法を利用することにより、特定組織の全体を三次元画像として表示すること
が可能である。勿論、そのような特定組織について三次元形状の計測（例えば体積演算）
を行うことも可能となる。上記の手法は、プローブを移動させながら、同時に、複数のフ
レームデータを取得する従来方法とは異なり、各ローカルボリュームデータの取得時にお
いては、基本的に、プローブを静止状態におけるので、１つのローカルボリュームデータ
を構成する走査面の配列の崩れという問題が生じ難い。また、この手法によれば、走査面
の電子走査又は機械走査により、１つのボリュームデータを高速に取得できるという利点
も得られる。しかも、広範囲にわたる統合ボリュームデータを構築できるので、今まで形
成することが困難であった三次元画像を提供でき、また、今まで計測することが困難であ
った組織計測を実現できる。
【００１１】
　ローカルボリュームデータは、２Ｄアレイ振動子を備えた３Ｄプローブ、又は、１Ｄア
レイ振動子とその機械走査を行う機構とを備えた３Ｄプローブを用いて取得することが可
能である。関係情報は、グローバル座標系とローカル座標系との関係を定義するものであ
り、それはプローブの座標情報そのものであってもよいし、その座標情報を変換等するこ
とによって生成される情報であってもよい。統合処理は、個々のローカルボリュームデー
タの取得と同時進行で行うこともできるし、複数のローカルボリュームデータの取得が完
結した以降に行うこともできる。前者に関し、段階的に成長する統合ボリュームデータに
基づいて段階的に成長する三次元画像を表示するようにすれば、次にどの部位に対して超
音波の送受波を行えばよいのかの判断が容易となる。また、そのような構成によれば、画
質不足の部分に対して新しいローカルボリュームデータをあてがって、その部分の画質を
向上させる等の操作が容易となる。超音波ボリュームデータ処理装置は、超音波診断装置
により構成されてもよいし、汎用コンピュータにより構成されてもよい。ローカルボリュ
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ームデータは望ましくは組織画像形成用のデータであるが、それが血流画像形成用のドプ
ラデータであってもよい。
【００１２】
　望ましくは、前記複数のローカルボリュームデータを順番に取得するプローブと、前記
各ローカルボリュームデータを取得する際に前記プローブについての座標情報を取得する
手段と、を含み、前記複数のローカルボリュームデータは、相互に部分的に重複した関係
にあり、且つ、相互に時間的に異なる関係にあり、前記関係情報は、前記座標情報であり
又は前記座標情報に基づいて生成される。上記構成によれば、プローブが可搬型の送受波
器として構成され、ユーザー操作によって生体表面へのプローブの当接位置や当接姿勢を
任意に変更可能である。関係情報によって統合ボリュームデータが構成されるので、ロー
カルボリュームデータの位置や姿勢を厳密に定める必要はない。本発明は、複数のローカ
ルボリュームデータが相互に離間又は隣接した状態であっても適用できるものであるが、
複数のローカルボリュームデータ間において部分的なオーバーラップが生じるように各三
次元送受波空間（各ローカル座標系）を定めるのが望ましい。但し、上記構成は、スキャ
ナあるいはロボットによって支持されるプローブを利用する場合においても適用すること
が可能である。なお、例えば２つのローカルボリュームデータが完全に重複していても、
関係情報を利用して統合処理が行われるので、格別の支障が生じるものではない。そのよ
うな重複した取り込みは寧ろ画質向上に寄与するものである。対象となる組織は静的な組
織であるのが望ましく、そのような組織であれば、統合ボリュームデータを構成する際に
おける時相ずれの問題を解消又は軽減できる。もっとも、心電信号等の同期信号に基づい
て特定時相で複数のローカルボリュームデータを取得し、それらを統合することも可能で
ある。
【００１３】
　望ましくは、前記統合手段は、前記複数のローカルボリュームデータに対する補間処理
により、前記グローバル座標系にマッピングする補間データ群を生成する補間処理部を有
し、前記統合ボリュームデータは前記補間データ群により構成される。グローバル座標系
とローカル座標系との間においては、一般に、データ配列に相違があるので、その相違に
対応するために補間処理を適用するのが望ましい。補間処理としては三次元補間処理を適
用するのが望ましいが、二次元補間処理等の他の補間処理を適用するようにしてもよいし
、近傍値の選択及び代入という簡便な補間処理を適用するようにしてもよい。
【００１４】
　望ましくは、前記統合手段は、更に、前記グローバル座標系における同一アドレスに複
数の補間データが与えられて競合状態が生じた場合に調停処理を実行する調停処理部を有
する。複数のローカルボリュームデータ間に重複部分があるため、その重複部分において
一般に上記調停処理が必要となる。望ましくは、前記調停処理部は、前記競合状態にある
複数の補間データに対して平均処理を適用する。望ましくは、前記調停処理部は、前記複
数のボリュームデータの取得順序に応じて、前記競合状態にある複数の補間データに対し
て重み付け平均処理を適用する。望ましくは、前記調停処理部は、前記競合状態にある複
数の補間データの中から、最新のボリュームデータから生成された最新の補間データを選
択する。
【００１５】
　望ましくは、前記補間処理部は、前記複数のローカルボリュームデータの取得順序で前
記各ローカルボリュームデータに対して個別的に補間処理を適用し、これにより、２番目
以降の各ローカルボリュームデータが取得される都度、前記統合ボリュームデータが更新
され、前記画像形成手段は、前記統合ボリュームデータの更新に応じて前記三次元画像を
更新する。この構成によれば、ローカルボリュームデータに取得に伴って統合ボリューム
データがリフレッシュされ、また三次元画像もリフレッシュされるので、過去の送受波結
果を直ちに評価できる、次の送受波位置を定めやすい、等の利点を得られる。
【００１６】
　望ましくは、前記補間処理部は、前記複数のローカルボリュームデータの取得が完結し
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た後に前記補間処理を実行し、前記補間処理部は、前記複数のローカルボリュームデータ
に跨って存在する参照データセットに基づいて前記グローバル座標系における注目座標に
与える補間データを生成する機能を有する。
【００１７】
　望ましくは、前記統合ボリュームデータは、１つのローカルボリュームデータ内に入り
きらないサイズをもった大型組織を包含するサイズを有し、前記三次元画像は前記大型組
織を表す画像である。望ましくは、前記大型組織は、胎児又は胎盤である。特に妊娠後期
における胎児又は胎盤を１つのボリュームデータに収めるのは従来困難であったが、上記
構成によれば、そのような組織を１つの統合ボリュームデータ内に包含できることから、
今まで提供できなかった三次元画像及び全体計測データの提供を行えるという利点が得ら
れる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、大きな組織の三次元超音波画像を形成できる。あるいは、ビーム走査
面を電子的走査又は機械的走査する一般的なプローブを利用しつつも、大きな三次元計測
空間を形成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
　本願実施形態においては、３Ｄプローブを生体表面上の任意の位置に位置決めし、その
状態で二次元ビーム走査を実行して得られる三次元データを“ローカルボリュームデータ
”と称することにする。それは“ローカル座標系”によって規定されるものである。生体
に対する３Ｄプローブの位置を変更しつつ、各位置において二次元ビーム走査を繰り返せ
ば、その都度、ローカルボリュームデータが得られる。それらのローカルボリュームデー
タは互いに異なるローカル座標系によって規定されるものであり、一般には、相互に時間
的に相違し且つ部分的にオーバーラップしている関係にある。また、複数のローカルボリ
ュームデータを統合して得られる大きな三次元データを“統合ボリュームデータ”と称す
ることにする。それは“グローバル座標系”によって規定されるものである。
【００２１】
　図１を用いて、上記で説明したグローバル座標系とローカル座標系との関係を説明する
。図１において、符号１００はグローバル座標系により規定される空間（統合ボリューム
データ空間）を示しており、符号１０２はローカル座標系により規定される空間（ローカ
ルボリュームデータ空間）を示している。また、符号１０４は超音波ビームの一次元走査
によって構成される二次元の走査面を表している。
【００２２】
　グローバル座標系は絶対座標系であり、図１においては、当該グローバル座標系は、互
いに直交するX軸，Y軸，Z軸で定義される直交座標系である。その空間内の注目点の座標
は（Xi,Yj,Zk）で表され、その注目点の輝度値（ボクセル値）はD(Xi,Yj,Zk) で表される
。ただし、１≦i,j,k≦Nである。ここで、Nはグローバル座標系の１辺の長さを表す。一
方、ローカル座標系は、絶対座標系に対して相対的に運動する相対座標系であり、図１に
おいて、ローカル座標系は、x軸、y軸、z軸で定義される直交座標系である。また、ロー
カル座標系は以下のように極座標系として捉えることもできる。
【００２３】
　x軸，y軸，z軸が交わる点Ｏを、ローカル座標系の原点とし、同時にそれをr,θ,φで定
義される極座標の原点とした場合、ローカルボリュームデータ内の注目点（注目ボクセル
）は、ある走査面１０４上の点であり、その走査面１０４はxy平面をx軸回りに角度φ回
転させた面である。当該注目点は、その走査面１０４上の中心軸であるy’軸から角度θ
だけ偏向した方位における、原点Ｏから距離rだけ離れた点である。つまり、当該注目点
の座標は(r,θ,φ)として表され、その輝度はD(r,θ,φ)で表される。



(7) JP 2010-142 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

【００２４】
　グローバル座標系とローカル座標系との関係は、本実施形態では、グローバル座標系に
対する、ローカル座標系の原点Ｏの属性として特定される。すなわち、その原点Ｏは、グ
ローバル座標系において、Ｏ(X1,Y1,Z1,Ω1,Φ1,Ψ1)と定義される。ここで、前半のX1,Y

1,Z1は原点Ｏの座標値を表し、後半のΩ1,Φ1,Ψ1は、ローカル座標系についてのX軸、Y
軸、Z軸回りの回転角度を表すものである。２つの座標系の関係を表す情報としては各種
のものが考えられる。ちなみに、ビームデータは超音波ビーム（受信ビーム）１本分に相
当し、原点Ｏから深さ方向に並ぶ複数のエコーデータ（ボクセル値の列）により構成され
る。走査面に相当するフレームデータは複数のビームデータにより構成され、ローカルボ
リュームデータは複数のフレームデータにより構成される。
【００２５】
　統合ボリュームデータは、複数のローカルボリュームデータを統合することにより構築
されるものである。具体的には、グローバル座標系を構成する各座標点の値が、１又は複
数のローカルボリュームデータに基づいて生成される。複数のローカルボリュームデータ
をグローバル座標系に反映させる方法としては、幾つかの方法が考えられる。第１の方法
は、グローバル座標系の各座標点を順次選択し、その選択された座標点にマッピングする
データを、１又は複数のローカルボリュームデータから順次生成する方法である。第２の
方法は、各ローカルボリュームデータを構成する各データを順次選択し、その選択された
データをグローバル座標系に順次マッピングする方法である。いずれの場合でも、グロー
バルボリュームデータの構築時に、各ローカル座標系とグローバル座標系との間の関係（
座標系関係情報）が利用される。グローバル座標系上の各座標点に与えるデータを決定す
る際には、望ましくは三次元補間処理が適用され、それに代替するものとして、例えば、
近傍座標値の選択処理があげられる。座標系関係情報は、座標変換のためのデータ列又は
関数式として構成し得る。
【００２６】
　以下に、図２に示す工程図を用いて、上記第１の方法について詳細な説明を行う。以下
の例では、１つのボリュームデータ内から選択された参照データセットに基づいて１つの
補間データが生成されているが、勿論、複数のボリュームデータに跨って存在する参照デ
ータセットに基づいて１つの補間データが生成されてもよい。また、複数の補間データに
対して更に補間処理を適用して多重補間データを生成するようにしてもよい。
【００２７】
　さて、Ｓ１０１では、グローバル座標系において、いずれか１つの座標点（注目点）が
指定される。この座標点の指定順序は予め定められている。Ｓ１０２では、対象となって
いるローカル座標系において、Ｓ１０１で指定された座標点に対応する対応点（本実施形
態では極座標点）が演算される。次に、Ｓ１０３で、その対応点が、対象となっているロ
ーカルボリュームデータ内に（つまり有効範囲内に）属するのか否かが判断される。Ｓ１
０３の判断結果がNOであれば処理がＳ１０９へ移行する。一方、Ｓ１０３の判断結果がYE
Sであれば、Ｓ１０４において、対応点の近傍に存在する８個の座標点（８個の参照点）
上の８個のデータ（８個の参照データ）が特定される。ここで、対応点がローカル座標系
上のいずれかの座標点に一致すれば、補間処理を省略してもよい。あるいは、最も近い座
標点のデータをそのまま対応点の補間データとして利用することもできる。Ｓ１０８では
、対応点について重みパラメータα，β，γが特定される。これについては後に説明する
。Ｓ１０６では、重みパラメータα，β，γを利用しつつ、８個の参照データからなる参
照データセットに基づいて、対応点の値が演算される。これは公知のトライリニア法であ
り、その手法の具体的内容については後に説明する。
【００２８】
　Ｓ１０７では、グローバル座標系上における、Ｓ１０１で指定された座標点に既にデー
タが格納されているか否かが判断され、その判断結果がNOであれば、処理がＳ１０９へ移
行する。Ｓ１０７の判断結果がYESであればＳ１０８で調停処理が実行される。例えば、
既に格納されているデータを、上記Ｓ１０６で演算された新しいデータに置き換える処理
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が実行される。Ｓ１０７の処理を省略し、常に上書きを行うようにしてもよい。調停処理
において、単純加算平均、重み付け加算平均等を行えば、複数の補間データを考慮した補
間値を求めることができる。Ｓ１０９では、グローバル座標系におけるすべての座標点に
ついて上記処理が完了したのか否かが判断され、処理が未了の座標点があれば、Ｓ１０１
以降の各工程が再び実行される。
【００２９】
　本実施形態では、Ｓ１０８において調停処理が実行されており、つまり、グローバル座
標系における同一座標点に複数の補間データが競合して与えられた場合に、それらの補間
データに基づいて実際に格納するデータが決定されている。調停処理において、時間軸上
で後に取得されたローカルボリュームデータから生成される補間データを優先的に選択す
れば、最新の情報を統合ボリュームデータに反映させることができるという利点を得られ
る。その一方、それらの補間データから平均値を求めれば、複数の補間データが考慮され
たデータを生成できるので、Ｓ／Ｎ比を向上できるという利点がある。その場合に、ロー
カルデータ取得順序に応じて複数の補間データの重み付け平均処理を適用すれば、最新デ
ータを優先させつつも過去のデータにより大きな重みを与えてそれを考慮できるという利
点が得られる。
【００３０】
　上記Ｓ１０３における具体的な判定方法について説明する。η回目のローカルボリュー
ムデータ取得時に、ローカル座標系の原点座標Ｏη(X,Y,Z)及びx軸,y軸,z軸が特定される
。ここで、ηは、１≦η≦ηMAXで定義され、ηMAXは超音波診断装置あるいはボリューム
データ処理装置の記憶容量によって制限される最大値である。ローカル座標系は一般に３
Ｄプローブを基準として定義される運動座標系であり、その原点座標は例えば送受波原点
である。グローバル座標系とローカル座標系との間を定義する関係情報は、３Ｄプローブ
の位置（及び姿勢）を検出することにより容易に取得できる。その場合には三次元磁気計
測、三次元光学計測、等の手法を利用すればよい。グローバル座標系における各座標点は
次の(1)式によりローカル座標系上の対応点に変換される。但し、(T)は後に説明するＲ-

１に相当する。
【００３１】

【数１】

【００３２】
　この変換よって得られた対応点の極座標は(ri,θj,φk)で表される。ここでは、r，θ
，φを具体化するためにそれらに添字i，j，kを与えた。この時、0＜ri≦rMAX且つ－θMA

X≦θj≦θMAXかつ－φMAX≦φk≦φMAXが満たされるならば、対応点はローカルボリュー
ムデータ内につまり有効範囲内に存在すると判断できる。ここで、θの範囲は走査面上の
ビーム走査範囲を示しており、φの範囲は走査面の揺動角度範囲を示している。但し、適
用される電子走査方式又は機械走査方式に応じてボリュームデータの形状及び範囲は変動
するので、座標系の定義も変わりうる。
【００３３】
　上記Ｓ１０６における８点の参照点は具体的には以下のように特定される。すなわち、
図３に示すように、上記の(1)式による変換で得られた対応点を基準として、対応点より
も原点側に存在する直前の４つの参照点が特定される。図３においては、それらがMRN1-M
RN4で表されている。同様に、対応点よりも奥側に存在する直後の４つの参照点が特定さ
れる。図３においては、それらがMRN5-MRN8で表されている。上記Ｓ１０６においては、
図３に示す関係を前提として、以下の(2)式に従って重みパラメータである比率αが特定
され、同様に、以下の(3)式に従って重みパラメータである比率βが特定され、更に以下
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【００３４】
【数２】

【００３５】
　そして、M1,M2,MM1の各点の値は、重み付けパラメータα，βを利用して以下の(5)-(7)
式から求められ、更に、M3,M4,MM2の各点の値も、重み付けパラメータα，βを利用して
以下の(8)-(10)式から求められる。最終的に、対応点に相当する補間値（補間データ）D
が以下の(11)式から演算される。
【００３６】

【数３】

【００３７】
　ちなみに、x,y,zとr,θ,φとの関係は以下の(12)式で表される。
【００３８】

【数４】

【００３９】
　次に、X,Y,Zとx,y,zの関係は以下の(13)-(16)式で表され、(16)式中のＲ-１は上記(1)
式の(T)であり、(16)式と(1)式は同一である。
【００４０】
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【数５】

【００４１】
　なお、x,y,zからr,θ,φを求めるには以下の(17)-(19)式を使えばよい。
【００４２】
【数６】

【００４３】
　以上説明した本実施形態の方法によれば、３Ｄプローブを用いて１回のスキャンで取得
できる１つのローカルボリュームデータが小さくても、３Ｄプローブの位置を変えて取得
された複数のローカルボリュームデータを統合することにより、大きな統合ボリュームデ
ータを構成でき、それに基づいて三次元画像を生成することが可能となる。よって、この
方法によれば、大型機構を用いなくても、例えば、胎児、胎盤、乳房といった比較的大き
な組織を三次元画像として表すことが可能となる。絶対空間内における（グローバル座標
系における）３Ｄプローブの位置及び姿勢を表す座標データは、関係情報として、ローカ
ルボリュームデータに付随する情報としてメモリ上に格納される。複数のボリュームデー
タの統合処理は、ソフトウエア処理によって実現することができ、それは医療用の超音波
診断装置に搭載され、あるいは、コンピュータに搭載されるものである。
【００４４】
　図４には、上述した第１の方法が概念図として示されている。複数のローカルボリュー
ムデータ２００，２０４，２０８は時系列順で取得される。最初のローカルボリュームデ
ータに対して個別的な補間処理を適用することにより、符号２０２に示すように、仮の統
合ボリュームデータが生成される。但し、この段階においては厳密な意味で統合処理は未
だ行われていない。次に、ローカルボリュームデータ２０４が取得されると、符号２０６
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で示すように、当該データに対して個別的に補間処理が適用され、また、必要な調停処理
が施されて、更新された統合ボリュームデータが構成される。それに基づいて直ちに三次
元画像が形成され、表示内容が更新される。次のローカルボリューデータ２０８が取得さ
れると、それに対して個別的に補間処理が適用され、また、必要な調停処理が施されて、
更新された統合ボリュームデータが構成される。それに基づいて三次元画像が形成され、
表示内容が更新される。つまり、ローカルボリュームデータの取得と同時進行で統合処理
及び画像形成が行われる。
【００４５】
　図５には上述した第２の方法が概念図として示されている。複数のローカルボリューム
データ２００，２０４，２０６の取得が完了した時点で、符号２１２に示すように補間処
理が適用されるが、その際、必要に応じて、重複部分については複数のローカルボリュー
ムデータに跨って存在する参照データセットを利用して補間データが生成される。その場
合には補間処理が調停処理を兼ねることになる。勿論、補間処理を個別的に行った上で必
要に応じて調停処理を適用するようにしてもよい。補間処理２１２により生成される統合
ボリュームデータ２１４に基づいて三次元画像が形成される。
【００４６】
　図６には、上記において説明した処理を行なえる超音波診断装置の好適な実施形態が示
されている。図６は超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。
【００４７】
　被検体１０の体表面１２上には可搬性送受波器としての３Ｄプローブ１６が当接される
。被検体１０内には診断対象となる組織１４が存在している。この組織１４は、例えば妊
娠後期における胎児又は胎盤である。そのような組織として、他には羊水、肝臓、乳房等
の組織を挙げることができる。
【００４８】
　３Ｄプローブ１６は本実施形態において２Ｄアレイ振動子を有している。２Ｄアレイ振
動子は二次元配列された複数の振動素子により構成される。その２Ｄアレイ振動子により
超音波ビームが形成され、その超音波ビームは二次元走査される。超音波ビームの電子走
査方式としては電子セクタ走査、電子リニア走査等が知られている。３Ｄプローブ１６に
、１Ｄアレイ振動子を機械的に走査する走査機構を設け、これによって三次元データ取込
空間を形成するようにしてもよい。腹部の三次元超音波診断を行う場合には、コンベック
ス走査方式が適用される３Ｄプローブを用いるのが望ましい。
【００４９】
　３Ｄプローブ１６はユーザーによって体表面１２上の任意の位置に当接されるものであ
り、またその当接姿勢も任意に設定することができる。図６には、プローブ１６を移動さ
せた後の状態が符号１６Ａ及び符号１６Ｂで示されている。複数の位置で順番に三次元超
音波診断を行えば、図６に示されるように、複数のローカルボリュームデータ１８，１８
Ａ，１８Ｂを順番に取得することができる。図６においては、各ローカルボリュームデー
タ１８，１８Ａ，１８Ｂが二次元的な領域として図示されているが、各ローカルボリュー
ムデータ１８，１８Ａ，１８Ｂはそれぞれ三次元空間に相当するものである。それらのロ
ーカルボリュームデータ１８，１８Ａ，１８Ｂは互いに部分的に重複した関係を有してお
り、また、時間的にも互いに異なっている。図示されるように、対象となる組織１４の全
体が３つのローカルボリュームデータ１８，１８Ａ，１８Ｂによってカバーされるように
３Ｄプローブ１６の当接位置等が定められている。
【００５０】
　送受信部２８は、送信ビームフォーマ及び受信ビームフォーマとして機能するものであ
る。送信時において、送受信部２８から複数の送信信号が２Ｄアレイ振動子に供給される
。これによって送信ビームが形成される。生体内からの反射波は、２Ｄアレイ振動子にて
受波され、これによって複数の受信信号が送受信部２８へ出力される。送受信部２８では
複数の受信信号に対する整相加算処理が実行され、これによって整相加算後の受信信号と
してビームデータが生成される。そのビームデータは受信ビームに対応したものである。
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体表面１２上に３Ｄプローブ１６を当接した状態を維持しつつ、つまり３Ｄプローブを移
動させないで複数のローカルボリュームデータが取得されてもよい。
【００５１】
　測位システム２０は、本実施形態において、磁場発生器２２、磁気センサユニット２４
及び座標データ演算部２６により構成される。磁場発生器２２は三次元磁場を生成するも
のであり、磁気センサユニット２４は三次元磁場を検知し、検知された情報を座標データ
演算部２６へ出力する。座標データ演算部２６は、磁気センサユニットからの情報に基づ
いて３Ｄプローブ１６の三次元座標データを生成する。その三次元座標データは、３Ｄプ
ローブ１６についての各座標軸上における座標値と各軸周りの回転角度とを表すものであ
る。このように生成された座標データをそのまま座標間関係情報として利用するようにし
てもよいし、座標データに基づいて３Ｄプローブ１６の原点についての座標データを再構
成し、その際構成された座標データを座標間関係情報として利用するようにしてもよい。
いずれにしても、生成された座標データが３Ｄメモリ３２へ出力される。測位方式には各
種のもの（例えば光学式センサ等）がある。
【００５２】
　一方、ビームデータ処理部３０は、送受信部２８から出力される各ビームデータに対し
て信号処理を実行する。その信号処理には検波処理、対数変換処理等が含まれる。ビーム
データ処理部３０から出力されたビームデータは３Ｄメモリ３２に格納される。
【００５３】
　３Ｄメモリ３２は、複数個のローカルボリュームデータを格納する記憶容量を有してい
る。３Ｄメモリ３２において、各ローカルボリュームデータを構成するエコーデータはロ
ーカル座標系に従って特定されるものである。各エコーデータに対する座標変換は補間処
理の際に実行されることになる。もちろん、３Ｄメモリ３２のデータの書き込み段階にお
いて必要な座標変換処理が行なわれるようにしてもよい。本実施形態では、各ローカルボ
リュームデータごとにその取得を行った際の座標間関係情報が対応付けられて記憶されて
いる。
【００５４】
　補間処理部３６は、図６に示す構成例において、各ローカルボリュームデータについて
それに対応する座標間関係情報に基づき個別的に補間処理を実行するモジュールである。
調停処理部３８は３Ｄ統合メモリ４０上における特定のアドレスに既に補間データが書き
込まれており、そのアドレスに現在取得されたローカルボリュームデータに基づく補間デ
ータが与えられて競合状態が生じた場合に、それを調停する処理を実行する。上述したよ
うに調停処理としては、単純加算平均処理、重み付け加算平均処理、近傍値選択処理等が
挙げられる。
【００５５】
　３Ｄ統合メモリ４０は、グローバル座標系により規定される統合ボリュームデータを格
納するメモリである。本実施形態では、各ローカルボリュームデータが取得される都度、
補間処理及び調停処理が実行され、３Ｄ統合メモリ４０の内容が更新されることになる。
【００５６】
　３Ｄ画像形成部４２は、３Ｄ統合メモリ４０内に格納された統合ボリュームデータに基
づいて三次元画像を構築するモジュールである。三次元画像の構築方法としては、ボリュ
ームレンダリング法、サーフェイスレンダリング法等が知られている。そのように形成さ
れた三次元画像の画像データが表示部４４に送られる。表示部４４には三次元画像が表示
される。
【００５７】
　なお、３Ｄ統合メモリ４０内に格納された統合ボリュームデータに基づいて、対象組織
についての体積等を演算するようにしてもよい。図６には、制御部及び操作パネル等の周
辺構成については図示省略されている。
【００５８】
　図６に示す構成例によれば、今まで構築できなかった大型組織についての三次元画像を
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表示できるという利点がある。しかも、統合ボリュームデータの構築にあたって、ユーザ
は３Ｄプローブの当接位置や当接姿勢について厳密な調整は不要であり、対象組織の全体
がおよそカバーされるように複数回にわたって三次元超音波診断を行えばよいので、ユー
ザーの負担は大幅に緩和される。各ローカルボリュームデータの取得の際には３Ｄプロー
ブ１６を動かす必要はないので、従来同様の良好な操作性を維持できる。また、表示部４
４に表示される三次元画像を観察しながら不足している部分についての三次元診断を速や
かに行って所望の三次元画像を迅速に構築できるという利点が得られる。上記実施形態に
おいては、体表面上に当接される３Ｄプローブが用いられていたが、体腔内に挿入される
３Ｄプローブについても上記同様の手法を適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】グローバル座標系とローカル座標系の関係を示す図である。
【図２】統合処理の内容を示すフローチャートである。
【図３】三次元補間処理を説明するための図である。
【図４】統合処理の第１例を示す図である。
【図５】統合処理の第２例を示す図である。
【図６】実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１０　被検体、１２　体表面、１６　３Ｄプローブ、１８　ローカルボリュームデータ
、２０　測位システム、３２　３Ｄメモリ、３４　統合処理部、３６　補間処理部、３８
　調停処理部、４０　３Ｄ統合メモリ、４２　３Ｄ画像形成部、１００　統合ボリューム
データ空間、１０２　ローカルボリュームデータ空間、１０４　走査面。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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